
　このワークブックは、高校生をはじめとする青少年が、「ひとり立ちすること」・「自立すること」の意味と方法を経済生活を
中心にすえて、実践的に理解できるように構成されている。つまり、「こども」から「おとな」への旅立ちを支援する目的を持 
って作られたワークブックである。
　 人生のメタモルフォーゼとなる青年期は、モラトリアム人間、ピーターパン・シンドロームなどと指摘されてきたように、今日、

「おとなになること・おとなであること」は決して容易なことではなくなってきている。
　たしかに、複雑に発達した高度な現代社会のただなかにあって、しかも自己責任を伴う競争社会のなかでの進路決定は容易な
ことではない。少なからざる青年たちが、いわゆる「フリーター」として立ちすくみ、親にパラサイトしながら不安とともに生 
き方を模索している。今や、フリーターは132万人に上るとされ（2022年）、そのすそ野は大きく広がっていると考えられる。
　生活全般にわたって親がかりであった青年が、ひとり暮らしを始めるには、この社会では数々のリスクを回避しなければな 
らない。何よりもキャリア形成システムの構築、雇用対策や起業支援等の社会的システムの整備が必要であるが、直接、社会
に送り出す役目を担う学校教育にあっては、教科指導や進路指導など総力をあげて取り組むべき課題となってきている。
　このワークブックは、ささやかではあるが消費者力をはじめ総合的な生活知（住居選び、食生活、金銭管理、情報セキュリ 
ティなど）を身に付けつつ、根本的には、一人ひとりの青年が納得のいく人生を選び、生き甲斐のある毎日を送ることができ 
るようにと、自己学習ができるように構成されている。
   上記の基本的な認識のもとに、プロローグではこのワークブック全体の導入として、以下の視点を踏まえた扱いが望まれる。
①著しく変容する社会の変化が、青年の生活やこれからの自立及び生活設計に多大な影響を及ぼしていることに気づき、積極

的に自己と社会の在り方に関心を持つことができる（自己理解、関心、社会認識力、課題把握力）。
②自立した「おとな」になるためには、社会生活とりわけ経済生活上に生じるさまざまなリスクを回避するための知識や判断 

力が必要であることに気づき、その獲得のための努力ができる（知識、理解、判断、態度）。
③このワークブックは、教科指導だけでなく、「総合的な学習の時間」においても活用できる。教える側が一方的に展開すると、

生徒の興味が半減する恐れがある。調査、発表、シミュレーション、ロールプレイング等、学習方法を多様化し実践的な学
習の工夫を期待したい（創意、工夫、情報活用力、方法的能力、問題解決力、機器活用力、参加、協力、表現、発表）。

（1）青年期モラトリアムと社会的自立
　　青年期の発達課題の一つに、職業の選択とそれへの準備があげられる。そのために必要なこととして、アメリカの心理学

者ハヴィガーストは、自己の適性をより深く理解すること、進路や職業に関する知識を高めること、職業観の形成を図るこ 
となどをあげている。

　　職業観の形成とは、自己の適性、興味・関心、知的・身体的諸能力への理解、社会的使命感等とともに、それぞれの職業
の特性や社会的意義と価値を理解し、自分にふさわしい職業を求めようとする姿勢を築き上げていくことである。同時に、
現代社会が抱えている諸課題、すなわちプロローグにあるように、少子高齢化、高度情報社会化、グローバリゼーション等
が及ぼす政治的、経済的、社会的諸影響などへの、幅広い関心と洞察が求められる。現代の青年の多くが消費社会の刺激に
誘導され、深く自己と社会の在り方を問う機会もなく、金銭管理能力や自らの生活管理力も不充分なままに、社会的自立を
迫られている。フリーターの増加原因を、不況と雇用や産業構造の変化などの外的要因に求めるだけでなく、青年期の発達
課題として、主体的に職業観を形成していこうとする態度を育みたい。　

　　その際、職業選択の三要素の意義について触れたい。職業選択の三要素として一般に、生計の維持、社会的役割の分担（社
会的連帯）、自己実現（生きがい）という三つの側面がある。これらを踏まえた現実的な将来設計の重要性と一人暮らしの経
済生活上の知恵を ワーク1  以降の作業を通じて獲得させたい。教科学習としては、公民科、家庭科、保健で青年期を扱う
ので、教科間の連携が大切である。
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高齢化の推移と将来推計資料 1

資料：棒グラフと実線の高齢化率については、2020年までは総務省「国勢調査」、2022年は総務省「人口推計」（令和４年10月１日確定値）、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。

（注） 将来人口推計とは、基準時点までに得られた人口学的データに基づき、それまでの傾向、趨勢を将来に向けて投影するものである。基準時点以降の
構造的な変化等により、推計以降に得られる実績や新たな将来推計との間には乖離が生じうるものであり、将来推計人口はこのような実績等を踏ま
えて定期的に見直すこととしている。

出所：内閣府「高齢社会白書」（令和５年版）

107 139 164 189 224 284 366 471 597 717 900 
1,160 1,407 

1,627
1,860

1,936

(15.5%) 2,155 2,261 
2,238 2,227 2,277 2,433 2,479 2,437 2,316 2,180 

309 338 376 434 516 602 
699 

776 
892 1,109 

1,301 

1,407 

1,517 

1,752
1,742 

1,687 

(13.5%)
1,498 1,435 1,535 1,701 1,668 1,455 1,299 1,207 

1,197 
1,187 

5,017 

5,517 

6,047 

6,744 

7,212 

7,581 

7,883 

8,251 

8,590 

8,716 

8,622 

8,409 

8,103 

7,735 7,509

7,421

(59.4%)
7,310 7,076 6,722 6,213 

5,832 
5,540 

5,307 
5,078 

4,809 
4,535 

2,979 

3,012 

2,843 

2,553 

2,515 

2,722 

2,751 

2,603 

2,249 

2,001 
1,847 1,752 1,680 1,595 1,503 1,450

(11.6%) 1,363 
1,240 1,169 

1,142 
1,103 

1,041 

966 

893 

836 

797 0 

2 

0 

0 

0 

5 

7 

4 
33 

13 
23 48 98 

8,411 

9,008 

9,430 

9,921 

10,467 

11,194 

11,706 

12,105 
12,361 

12,557 
12,693 12,777 12,806 12,709 

12,615 12,495
12,326 

12,012 

11,664 11,284 

10,880 
10,469 

10,051 

9,615 

9,159 

8,700 

4.9 5.3 
5.7 

6.3 
7.1 

7.9 

9.1 

10.3 

12.1 

14.6 

17.4 

20.2 
23.0 

26.6 

28.6 29.0
29.6 

30.8 

32.3 

34.8 

36.3 

37.1 37.6 37.9 38.4 38.7 

12.1 
11.5 

11.2 
10.8 

9.8 

8.6 

7.4 6.6 

5.8 

4.8 

3.9 

3.3 2.8 

2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

25

1950

30

1955

35

1960

40

1965

45

1970

50

1975

55

1980

60

1985 1990 1995

12

2000

17

2005

22

2010

27

2015

2

(2020)

4

(2022)

7

2025

12

2030

17

2035

22

2040

27

2045

32

2050

37

2055

42

2060

47

2065

52

2070

65

65 15 64

75 65 74 15 64 0 14

（2）「私たちの社会はどんな社会なの？」の各項目について、以下の観点から調査する。
　ａ．少子高齢社会が及ぼす影響は？  では、 資料 1  から 資料 4  を参考にして、次の事項を調べてみよう。
　　イ、日本の少子高齢化は他国と比べてどのような特徴や課題があるか。
　　ロ、少子高齢社会の課題の一つに世代間対立が指摘されている。どんな対立なのだろうか。
　　ハ、少子高齢化は若い世代の生活設計にどのような影響を与えると考えられるか、長期生活設計の視点から考えてみよう。
　ｂ．高度情報社会の課題は？
　　 　インターネットの普及が社会にどのような影響を及ぼしているか、次の視点から話し合ってみよう（ 資料 5  〜 資料 9  ）。
　　イ、光の面と影の面
　　ロ、消費者・生活者としてどう考えるか
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（2022年版）
（注）総人口には、年齢不詳を含む。
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（2022年版）
 （注）倍加年数は7％から14％へ要した期間。

資料 5

資料 4 社会保障給付費の推移

総人口と高齢者人口及びその増加率 高齢者人口が総人口の7%から14%に到達するまでの
年数の国際比較

資料 2 資料 3

わが国のインターネット利用率（個人）の推移 資料 6 インターネット利用端末の種類（個人）

出所：総務省「情報通信白書」（令和５年版）
出所：総務省「情報通信白書」（令和５年版）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「令和元年度社会保障費用統計」
（注）高齢者関係給付費とは、年金保険給付費、高齢者医療給付費、老人福祉サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わせたもので昭和48年度から

集計
出所：内閣府「高齢社会白書」（令和4年版）
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（2022年版）
 （注）倍加年数は7％から14％へ要した期間。
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資料 8 インターネット利用時に不安を感じる人の割合

出所：総務省「情報通信白書」（令和５年版）
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資料 9 インターネット利用時に感じる不安の内容（複数回答）
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出所：総務省「情報通信白書」（令和５年版）

個人情報やインターネット利用履歴の漏えい

コンピュータウイルスへの感染

架空請求やインターネットを利用した詐欺

迷惑メール

セキュリティ対策

電子決済の信頼性

違法・有害情報の閲覧

コミュニケーション相手とのトラブル

インターネット依存

その他
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